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田
中
江
南
の
投
壺
復
興

―
―
徂
徠
学
の
ゆ
く
え
―
―

高

山

大

毅

一

は
じ
め
に

荻
生
徂
徠
が
「
道
」
と
は
第
一
に
礼
楽
を
指
す
と
説
い
て
以
来
、
「
吠
声
ノ

徒
、
辨
へ
知
ラ
ズ
シ
テ
、
礼
楽
礼
楽
ト
イ
ヒ
テ
、
一
生
ヲ
送
ル
」
と
揶
揄
さ
れ

（
一
）

る
ま
で
、
礼
楽
へ
の
関
心
は
高
ま
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
大
き
な
矛
盾
を
孕
ん

で
い
た
。
徂
徠
学
に
お
い
て
礼
楽
は
「
民
ヲ
安
ン
ズ
ル
道
具
」
と
さ
れ
る
。
し

（
二
）

か
し
、
礼
楽
が
制
定
さ
れ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
日
本
は
「
泰
平
」
を
謳

歌
し
て
い
た
。

こ
の
「
泰
平
」
の
世
に
礼
楽
を
学
ぶ
意
義
は
果
た
し
て
あ
る
の
か
―
徂
徠
学

者
は
こ
の
問
題
に
悩
ま
さ
れ
た
。
服
部
南
郭
の
よ
う
に
そ
の
無
用
を
知
り
な
が

（
三
）

ら
も
、
三
礼
の
研
究
に
励
む
者
も
い
た
。
あ
る
い
は
、
山
縣
周
南
の
よ
う
に
、

（
四
）

「
安
知
礼
楽
不
興
於
今
日
而
興
於
後
世
（
安
ん
ぞ
礼
楽

今
日
興
ら
ず
し
て
後

世
興
る
を
知
ら
ん
や
）
」
と
語
り
、
「
伝
先
王
之
道
、
詔
後
世
（
先
王
の
道
を

伝
へ
、
後
世
に
詔
ぐ
）
」
こ
と
に
意
義
を
見
出
す
者
も
い
た
。
さ
ら
に
は
太
宰

（
五
）

春
臺
の
孫
弟
子
に
当
た
る
山
縣
大
弐
の
よ
う
に
、
礼
楽
な
き
統
治
に
よ
る
偽
り

の
「
泰
平
」
を
呪
詛
す
る
者
も
い
た
。

（
六
）

し
か
し
、
中
に
は
こ
の
矛
盾
を
解
消
し
（
解
決
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な

い
が
）
、
徂
徠
学
の
礼
楽
論
を
活
用
し
て
、
「
泰
平
」
の
世
を
生
き
抜
こ
う
と

し
た
者
も
い
た
。
本
稿
の
主
人
公
、
田
中
江
南
そ
の
人
で
あ
る
。

二

「
投
壺
先
生
」
田
中
江
南

田
中
江
南
（
享
保
十
三
年
〔
一
七
二
八
〕
～
安
永
十
年
〔
一
七
八
一
〕
）
は
、

名
は
応
清
（
清
、
菊
満
）
、
字
は
子
纓
、
通
称
は
三
郎
右
衛
門
と
い
う
。
師
の

（
七
）

宇
留
野
三
朶
花
の
養
子
と
な
り
、
宇
留
野
漸
齋
と
称
し
て
い
た
時
期
も
あ
る
。

常
陸
国
府
中
及
び
水
戸
に
滞
在
し
た
時
に
は
、
並
木
（
列
樹
）
姓
を
名
乗
り
、

晩
年
は
高
島
姓
で
あ
っ
た
。
父
、
高
島
升
見
は
、
土
浦
の
大
名
土
屋
政
直
に
仕

え
た
医
者
で
あ
る
。

江
南
は
多
く
の
学
者
に
師
事
し
た
。
菅
野
兼
山
の
会
輔
堂
で
「
性
理
の
道
」

を
学
び
、
宇
留
野
三
朶
花
に
就
い
て
「
舜
水
先
生
の
風
を
恋
ひ
」
、
ま
た
森
東

郭
に
従
っ
て
「
林
門
の
教
を
聴
き
」
、
十
四
歳
の
時
に
初
め
て
大
内
熊
耳
か
ら

「
徂
来
の
説
く
所
の
古
学
を
聞
き
」
、
そ
の
後
、
平
野
金
華
・
岡
井
嵰
州
・
岡

田
彦
山
・
服
部
南
郭
・
太
宰
春
臺
ら
徂
徠
学
派
の
門
に
出
入
し
た
（
『
漫
筆
』
）
。

江
南
が
若
い
頃
に
仕
え
た
守
山
の
大
名
松
平
頼
寛
も
徂
徠
学
を
尊
崇
し
て
お
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り
、
彼
の
思
想
に

も
深
い
影
響
を
与
え
た
の
は
徂
徠
学
で
あ
る
。

「
投
壺
先
生
」
と
も
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
江
南
は
投
壺
を
復
興
し
た
こ
と
で

（
八
）

明
和
年
間
に
一
躍
名
を
馳
せ
た
。
明
和
九
年
刊
の
『
江
戸
儒
医
評
判
記
』
経
学

家
の
部
に
「
田
中
三
郎
右
衛
門
」
の
名
が
見
え
（
上
々
吉
の
四
画
白
抜
き
）
、

「
久
し
う
す
た
り
た
投
壺
の
制
の
仕
出
し
は
御
発
明
て
御
座
り
ま
す
」
と
あ
る
。

（
九
）

投
壺
は
、
古
代
中
国
の
遊
戯
で
あ
り
、
儀
礼
で
あ
る
。
壺
に
向
か
っ
て
矢
を

（
一
〇
）

投
げ
、
矢
の
入
っ
た
位
置
で
得
点
を
競
う
。
そ
の
儀
節
は
、
『
礼
記
』
投
壺
や

『
大
戴
礼
』
投
壺
に
見
え
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
伝
十
二
年
に
は
晋
侯
と
齊

侯
と
の
宴
で
投
壺
が
な
さ
れ
た
記
事
が
あ
る
。
中
国
で
は
通
俗
化
し
つ
つ
も
清

代
に
至
る
ま
で
行
わ
れ
た
。
司
馬
光
の
撰
し
た
『
投
壺
新
格
』
は
『
事
文
類
聚
』

や
『
説
郛
』
な
ど
に
載
録
さ
れ
、
以
後
の
投
壺
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

近
世
以
前
の
日
本
で
の
投
壺
受
容
は
不
明
な
点
が
多
い
。
正
倉
院
に
は
投
壺

の
壺
と
矢
と
が
伝
存
し
て
い
る
も
の
の
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て

投
壺
を
行
っ
た
記
録
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
大
江
匡
衡
『
江
吏
部
集
』
の
「
述
懐

（
一
一
）

詩
百
韻
」
に
は
、
「
囲
碁
厭
坐
隠
、
投
壺
罷
般
還
（
囲
碁
は
坐
隠
を
厭
ひ
、
投

壺
は
般
還
を
罷
む
）
」
と
あ
る
が
、
文
飾
な
の
か
事
実
な
の
か
判
然
と
し
な
い

（
一
二
）

（
江
南
は
事
実
と
見
る
〔
『
説
』
「
大
東
投
壺
説
」
〕
）
。
た
だ
、
藤
原
道
憲
『
本

朝
世
紀
』
に
は
、
康
治
元
年
、
鳥
羽
上
皇
が
正
倉
院
を
開
封
し
た
際
、
藤
原
道

憲
（
後
の
信
西
）
以
外
誰
も
、
投
壺
の
壺
と
矢
と
が
何
の
道
具
で
あ
る
か
分
か

ら
な
か
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
話
か
ら
、
平
安
時
代
末
に
投
壺
が
遊
ば
れ
て
い
な

（
一
三
）

か
っ
た
の
は
確
実
と
い
え
る
。

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
投
壺
に
関
心
を
持
つ
人
々
が
現
れ
る
。
江
南
の
言
に

よ
れ
ば
、
徳
川
光
圀
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
ま
た
、
「
深
見
倚
齋
」
（
高
頤
齋

の
こ
と
か
）
は
投
壺
を
実
演
し
て
「
県
官
」
（
将
軍
）
の
称
美
を
受
け
、
そ
こ

で
「
林
門
の
子
弟
」
は
投
壺
を
研
究
し
、
「
文
雅
好
事
の
王
孫
公
子
」
に
伝
授

し
た
。
し
か
し
、
「
侈
靡
の
世
に
質
素
の
伎
な
れ
は
好
む
人
も
少
な
く
」
、
自

ず
と
廃
れ
た
と
い
う
（
『
漫
筆
』
）
。
こ
れ
以
外
に
も
散
発
的
な
投
壺
再
現
の
試

み
は
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

投
壺
の
詳
細
を
解
説
し
た

も
早
い
江
戸
期
の
著
作
は
大
枝
流
芳
『
雅
遊
漫

録
』
（
宝
暦
十
三
年
刊
）
で
あ
る
。
大
枝
流
芳
（
岩
田
信
安
）
は
、
香
道
家
と

し
て
著
名
な
大
坂
の
文
人
で
あ
る
。
『
雅
遊
漫
録
』
は
文
房
四
宝
か
ら
音
楽
・

（
一
四
）

貝
合
に
至
る
様
々
な
「
雅
遊
」
を
絵
入
り
で
紹
介
す
る
。
そ
の
中
に
は
、
司
馬

光
『
投
壺
新
格
』
に
基
づ
い
た
投
壺
の
説
明
が
見
え
る
。
流
芳
も
投
壺
の
普
及

（
一
五
）

を
目
指
し
た
が
、
そ
れ
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。
流
芳
の
後
を
受
け
、
都
賀
庭
鐘

（
一
六
）

の
子
、
都
賀
大
陸
は
、
明
和
六
年
に
『
投
壺
今
格
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
江
南

は
こ
の
流
芳
系
統
の
投
壺
に
対
抗
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
一
七
）

江
南
は
投
壺
研
究
の
た
め
に
諸
国
を
遊
歴
し
た
後
、
明
和
四
年
に
、
「
東
叡

山
下
」
に
投
壺
の
学
場
で
あ
る
甘
谷
園
を
開
き
、
投
壺
の
教
授
を
始
め
る
（
『
漫

筆
』
）
。
曲
亭
馬
琴
の
『
著
作
堂
雑
記
』
に
は
、
「
江
戸
に
て
投
壺
の
流
行
の
は

し
め
は
八
町
堀
に
江
南
先
生
と
申
な
ま
学
者
有
之
。
平
賀
源
内
〔
鳩
渓
〕
な
と

も
参
り
投
壺
い
た
し
候
《
中
略
》
○
当
年
大
流
行
に
て
鳩
渓
な
と
も
権
門
の
出

会
と
入
門
と
見
え
申
候
き
」
と
あ
る
。
馬
琴
に
よ
れ
ば
、
平
賀
源
内
も
江
南
の

（
一
八
）

も
と
で
投
壺
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
二
年
ば
か
り
の
期
間
と
は
い
え
、

「
甚
ダ
ヒ
ロ
マ
リ
テ
、
諸
侯
方
ニ
テ
モ
此
術
ヲ
専
行
レ
タ
リ
」
と
い
う
成
功
を

（
一
九
）

江
南
は
収
め
た
。
投
壺
に
関
心
を
持
っ
た
「
諸
侯
」
の
中
に
姫
路
の
大
名
酒
井

忠
恭
が
い
る
。
江
南
は
彼
に
招
か
れ
、
家
中
に
投
壺
を
伝
授
し
た
。

明
和
七
年
に
江
南
は
京
へ
旅
立
つ
。
甘
谷
園
が
火
災
に
遭
い
、
窮
乏
し
た
こ

と
が
理
由
の
よ
う
で
あ
る
。
安
永
八
年
か
ら
は
岡
山
で
医
を
業
と
す
る
よ
う
に

な
り
、
安
永
十
年
正
月
、
そ
の
地
で
卒
し
た
。
享
年
五
十
四
歳
（
「
墓
碑
」
）
。

江
南
の
思
想
を
理
解
す
る
上
で
鍵
と
な
る
の
は
、
江
戸
中
期
の
儒
者
を
取
り

中国学の新局面
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巻
く
状
況
で
あ
る
。
高
尚
な
趣
味
と
し
て
漢
詩
文
は
流
行
す
る
一
方
で
、
儒
学

（
二
〇
）

の
社
会
的
威
信
は
い
ま
だ
低
く
、
儒
者
も
無
用
者
視
さ
れ
て
い
た
。
学
問
を
修

め
て
も
、
大
名
家
に
新
た
に
登
用
さ
れ
る
可
能
性
は
滅
多
に
な
い
。
大
名
に
仕

え
る
御
儒
者
の
職
も
世
襲
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
新
規
採
用
の
機

会
は
稀
で
あ
る
（
異
姓
で
あ
ろ
う
と
御
儒
者
の
家
の
養
子
に
な
る
の
は
一
つ
の

解
決
策
で
あ
る
）
。
出
仕
を
諦
め
、
町
儒
者
で
生
計
を
立
て
る
手
も
あ
る
。
だ

が
、
そ
う
な
る
と
、
門
弟
（
と
彼
ら
の
納
め
る
束
脩
の
）
多
寡
に
振
り
回
さ
れ

る
日
々
が
始
ま
る
。
講
説
だ
け
で
不
足
の
場
合
は
、
書
画
の
潤
筆
料
な
ど
の
副

収
入
が
頼
み
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
儒
者
市
場
の
競
争
を
勝
ち
抜
く
た
め
、
他
の

（
二
一
）

儒
者
と
の
差
異
化
も
図
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

尾
崎
鳩
居
『
鳩
居
語
』
に
は
、
明
ら
か
に
江
南
を
指
す
「
投
壺
之
制
（
投
壺

の
制
）
」
を
「
新
定
」
し
た
「
儒
生
」
の
話
が
見
え
る
。
そ
の
「
儒
生
」
は
、

「
先
生
堂
堂
鴻
儒
、
如
何
為
俳
優
之
事(

先
生

堂
堂
た
る
鴻
儒
、
如
何
ぞ
俳
優

の
事
を
為
す
）
」
と
問
わ
れ
た
の
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

子
誠
鄙
人
也
。
夫
以
儒
教
人
乎
。
亦
鬻
儒
耳
。
均
之
商
賈
也
。
其
儒
則
利

少
。
孰
与
倡
伎
之
多
。

（
二
二
）

子
は
誠
に
鄙
人
な
り
。
夫
れ
儒
を
以
て
人
を
教
へ
ん
か
。
亦
た
儒
を
鬻
ぐ

の
み
。
均
し
く
は
之
商
賈
な
り
。
其
の
儒
た
る
は
則
ち
利

少
く
、
倡
伎

の
多
き
に
孰
与
ぞ
。

こ
の
話
は
、
江
南
を
非
難
す
る
意
図
か
ら
脚
色
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

し
か
し
、
投
壺
復
興
の
重
要
な
一
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
遊
び
と
礼
法
と

が
融
合
し
た
芸
道
は
蹴
鞠
や
香
道
な
ど
多
く
あ
る
。
そ
れ
ら
芸
道
の
顧
客
層
を

投
壺
と
い
う
〈
新
商
品
〉
な
ら
ば
取
り
込
め
る
と
江
南
も
考
え
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
江
南
に
は
、
甘
谷
園
を
開
く
に
当
た
り
、
編
み
笠
を
か
ぶ
っ
て
昌
平
橋
で

宣
伝
の
刷
り
物
を
配
っ
た
と
い
う
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

（
二
三
）

三

投
壺
復
興

江
南
の
言
に
よ
れ
ば
、
彼
が
本
格
的
に
投
壺
復
興
を
志
し
た
の
は
、
松
平
頼

寛
の
命
を
受
け
て
か
ら
で
あ
る
（
『
漫
筆
』
に
、
延
享
四
年
三
月
中
旬
、
江
南

二
十
歳
の
時
と
あ
る
）
。
松
平
頼
寛
の
命
の
内
容
は
、
『
投
壺
説
』
及
び
『
優

游
社
漫
筆
』
、
『
投
壺
新
格
附
儀
節
』
附
言
に
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
、
江
南
自

身
の
考
え
が
投
影
さ
れ
、
「
遺
命
」
の
忠
実
な
記
録
で
は
な
い
と
し
て
も
―
む

し
ろ
、
そ
れ
ゆ
え
に
―
投
壺
復
興
の
基
本
指
針
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
『
投
壺
説
』
か
ら
「
遺
命
」
の
全
文
を
引
用
す
る
。

投
壺
は
古
礼
に
し
て
、
君
子
人
の
伎
態
也
。
聖
人
の
教
と
し
玉
ふ
藝
と
云

わ

さ

ふ
は
六
藝
と
云
て
、
投
壺
は
射
藝
也
。
射
は
今
の
世
に
盛
也
と
云
へ
と
も

此
投
壺
は
伝
ら
す
。
蹴
鞠
は
藝
事
の
上
位
な
れ
と
も
、
投
壺
は
其
本
礼

も
と

な
れ
は
蹴
鞠
に
も
肩
を
比
ふ
へ
き
こ
と
な
ら
ん
か
。
我
先
君
西
山
公
此

な
ら

道
を
識
ら
せ
玉
ひ
、
常
に
舜
水
先
生
・
心
越
禅
師
と
論
定
ま
し
／
＼
置
れ

つ
る
事
も
あ
る
な
れ
は
、
寡
人
も
此
伎
を
世
に
弘
め
ん
と
思
惟
せ
る
こ
と

久
し
か
り
し
か
、
事
多
く
命
す
る
人
無
く
て
已
ぬ
。
幸
汝
其
由
縁
あ
る
な

れ
は
、
汝
に
是
を
命
す
る
間
、
群
書
を
探
て
此
道
を
研
究
し
、
永
く
世
の

君
子
に
伝
へ
よ
。
是
一
世
の
大
業
、
復
古
の
盛
事
也
。
扨
礼
儀
に
於
て
は

国
家
の
風
俗
に
従
ひ
、
我
国
の
礼
儀
に
損
益
し
、
易

簡
行
る
ゝ
や
ふ

こ
ゝ
ろ
や
す
く

に
沿
革
す
へ
し
。
努

ゝ
唐
の
風
俗
を
為
す
へ
か
ら
す
。
且
今
の
世
の
士

ゆ
め
／
＼
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君
子
の
遊
は
浄
瑠
璃
・
三
弦
・
人
形
・
雑
劇
の
真
似
等
の
み
を
事
と
す
。

し
は
い

是
に
学
問
礼
義
を
勧
め
た
り
と
て
其
風
移
る
へ
き
に
あ
ら
す
。
然
ら
は
投

壺
様
の
風
流
な
る
を
以
て
代
る
に
あ
ら
さ
れ
は
能
す
。
然
れ
は
其
投
壺
も

礼
記

通

の
質

直
な
る
こ
と
に
て
は
興
無
く
て
趣
も
少
か
る
へ
く
間
、

と
お
り

し
つ
ち
よ
く

六
朝
以
下
の
美
麗
花

艶
な
る
戯
を
思
惟
し
伝
へ
弘
め
よ
（
『
説
』
「
上
某

り

つ

は

は
な
や
か

君
書
」
）
。

次
の
四
点
に
要
約
で
き
る
。
①
投
壺
は
「
古
礼
」
で
蹴
鞠
に
匹
敵
す
る
格
の
高

い
「
藝
事
」
で
あ
る
。
②
「
西
山
公
」
す
な
わ
ち
徳
川
光
圀
は
、
朱
舜
水
や
東

皐
心
越
と
協
力
し
て
投
壺
を
再
興
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
頼
寛
自
身
も
か
ね
て

か
ら
再
興
を
考
え
て
い
た
。
③
復
興
の
際
に
は
、
中
国
で
は
な
く
、
日
本
の
「
風

俗
」
に
従
い
「
損
益
」
す
る
。
④
華
麗
な
「
投
壺
」
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
で
、

「
浄
瑠
璃
・
三
弦
・
人
形
・
雑
劇
の
真
似
」
な
ど
の
当
代
の
「
士
君
子
」
の
悪

し
は
い

し
き
遊
び
を
改
め
る
。

本
稿
で
は
、
思
想
史
的
な
観
点
か
ら
見
て
興
味
深
い
③
と
④
の
説
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

（
一
）
投
壺
礼
の
「
損
益
」

「
国
家
の
風
俗
」
に
従
い
、
礼
を
「
損
益
」
す
る
―
こ
の
説
自
体
は
平
凡
で

あ
る
。
同
様
の
主
張
は
中
国
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
説
か
れ
て
き
た
。
重
要
な

の
は
「
損
益
」
の
基
準
を
示
す
論
理
と
い
え
る
。
た
だ
、
注
意
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
は
、
礼
の
「
損
益
」
を
め
ぐ
る
一
般
的
な
問
題
関
心
に
加
え
、
「
唐

の
風
俗
」
に
倣
っ
た
投
壺
復
興
の
試
み
が
実
際
に
あ
り
、
そ
れ
へ
の
批
判
が
江

南
の
議
論
の
背
景
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

投
壺
の
師
と
し
て
江
南
を
招
聘
し
た
姫
路
の
大
名
酒
井
忠
恭
は
、
江
南
の
教

え
を
乞
う
以
前
に
、
投
壺
を
行
っ
て
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

先
年
、
一
儒
者
の
投
壺
礼
を
為
ん
と
云
し
人
を
招
て
、
其
事
を
執
行
ひ
し

に
、
其
人
の
教
る
所
、
投
壺
篇
に
陳
皓
か
註
説
を
用
ひ
、
司
馬
温
公
の
投

（
マ
マ
）

壺
新
格
儀
説
、
夷
門
広
牘
等
の
諸
説
を
用
ひ
、
能
舞
台
を
堂
と
し
、
華
瓶

を
壺
と
し
、
竹
箭
の
羽
有
を
以
て
籌
と
し
、
楽
は
明
楽
を
用
ひ
、
言
語
は

皆
華
音
に
し
、
服
は
明
の
深
衣
を
服
し
て
行
ふ
に
人
失
笑
し
て
礼
正
し
か

ら
す
（
『
漫
筆
』
）
。

「
明
楽
」
・
「
明
服
」
・
「
華
音
」
の
使
用
に
注
目
し
た
い
。
忠
恭
は
鉅
鹿
魏
氏

の
伝
え
る
明
楽
を
熱
心
に
保
護
し
て
い
た
。
鉅
鹿
魏
氏
は
、
明
清
鼎
革
期
に
中

国
か
ら
長
崎
に
渡
り
、
四
代
の
魏
君
山
（
魏
皓
、
鉅
鹿
民
部
）
は
京
に
上
っ
て
、

お
お
が

家
伝
の
明
楽
の
教
授
を
始
め
た
。
明
楽
の
演
奏
の
際
に
は
、
楽
師
や
舞
童
は
明

（
二
四
）

服
を
ま
と
い
、
詩
詞
は
「
華
音
」
で
歌
う
。
忠
恭
が
初
め
に
試
み
た
投
壺
は
魏

氏
明
楽
を
踏
ま
え
て
い
る
。
江
南
は
こ
の
種
の
中
国
趣
味
と
も
対
峙
し
て
い
た
。

江
南
の
「
損
益
」
論
の
基
本
線
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

夏
・
殷
・
周
の
三
代
か
ら
既
に
王
朝
ご
と
に
礼
楽
は
異
な
っ
て
お
り
、
「
古

法
」
は
中
国
で
も
「
後
世
の
人
情
に
合
兼
る
」
た
め
、
歴
代
王
朝
は
礼
楽
を
「
損

益
」
し
て
、
「
当
世
に
行
る
る
や
ふ
に
と
礼
楽
は
制
作
」
さ
れ
た
。
「
我
邦
の

朝
庭
の
礼
義
」
は
、
も
と
は
「
唐
典
」
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
武

家
一
統
の
世
」
に
な
っ
て
か
ら
は
、
「
武
家
の
礼
義
と
云
ふ
も
の
」
が
確
立
し

て
お
り
、
そ
の
「
法
」
に
従
わ
な
い
の
は
、
「
国
法
に
叛
く
罪
人
」
で
あ
り
、

そ
れ
を
顧
慮
せ
ず
、
勝
手
に
礼
を
制
定
す
る
の
は
も
っ
て
の
ほ
か
で
あ
る
。
よ

っ
て
「
武
家
の
礼
義
」
に
合
致
す
る
よ
う
に
、
投
壺
礼
も
「
損
益
」
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

（
二
五
）
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「
武
家
の
礼
義
」
に
関
し
て
江
南
は
、
よ
り
詳
し
く
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

大
抵
聖
人
と
い
ふ
を
知
ら
ん
と
欲
せ
は
、
我
国
に
て
は
仁
徳
天
皇
、
当
代

に
て
は
辱
く
も
東
照
神
君
に
て
ま
し
ま
し
玉
ふ
。
此
君
の
法
こ
そ
聖
人
の

道
な
れ
は
、
此
君
の
法
に
違
ふ
は
皆
聖
人
の
法
に
非
さ
る
を
知
へ
し
。
是

を
以
て
我
教
へ
施
す
投
壺
は
皆
、
神
君
の
立
置
せ
玉
ふ
礼
儀
に
従
て
損
益

し
、
古
の
唐
の
法
の
み
を
用
ひ
す
。
是
先
君
（
松
平
頼
寛
―
引
用
者
注
）

の
微
意
の
存
す
る
所
に
依
て
な
り
（
『
漫
筆
』
）
。

こ
の
「
聖
人
の
道
」
に
関
す
る
江
南
の
説
は
徂
徠
学
を
基
礎
と
し
て
い
る
。

徂
徠
は
、
「
所
謂
聖
人
ト
云
ハ
、
開
国
ノ
君
ノ
、
ヨ
ク
未
来
ヲ
鑑
ガ
ミ
、
礼

楽
制
度
ニ
弊
少
キ
様
ニ
工
夫
シ
テ
、
立
玉
フ
ヲ
称
ス
ル
ナ
リ
」
と
説
く
。
つ
ま

（
二
六
）

り
「
聖
人
」
は
完
成
さ
れ
た
人
格
の
謂
い
で
は
な
く
、
卓
越
し
た
「
礼
楽
制
度
」

の
設
計
者
を
指
す
。
徂
徠
の
考
え
で
は
、
徳
川
王
朝
の
創
始
者
た
る
「
神
祖
」

家
康
は
、
統
治
技
術
に
対
す
る
深
い
理
解
を
持
っ
て
い
た
が
、
本
格
的
な
「
制

（
二
七
）

度
」
を
立
て
る
前
に
「
御
他
界
」
し
た
。
よ
っ
て
、「
神
祖
」
家
康
を
「
聖
人
」

（
二
八
）

と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
徂
徠
の
弟
子
の
山
縣
周
南
な
ど
は
、
家

康
を
「
聖
人
」
と
ほ
と
ん
ど
同
一
視
し
て
い
る
。

扨
も
神
祖
は
聖
智
に
て
ま
し
／
＼
け
ん
。
御
一
生
の
事
業
、
天
下
を
治
め

給
ひ
つ
る
事
は
、
凡
慮
の
及
ぶ
所
に
非
ず
。
《
中
略
》
戦
国
暴
虐
の
風
俗

を
文
化
温
柔
に
移
し
、
永
き
太
平
を
基
ひ
し
給
は
ん
と
の
神
慮
に
て
在
ま

し
け
ん
と
、
今
更
尊
く
覚
ゆ
る
中
に
も
有
難
き
は
、
大
坂
の
役
御
上
洛
の

時
、
さ
し
も
干
戈
騒
擾
の
中
な
る
に
、
朝
家
秘
府
の
御
記
録
を
請
下
し
、

又
廷
臣
故
家
の
典
籍
な
ど
多
く
召
て
、
終
夜
故
実
を
沙
汰
し
法
令
を
定
め

給
ふ
と
い
へ
り
。
げ
に
も
天
下
を
保
ち
給
ふ
べ
き
王
者
の
御
器
量
に
て
在

ま
す
。
其
御
験
に
や
、
天
下
の
大
法
悉
く
図
に
当
り
、
今
百
年
に
踰
れ
ど

も
、
国
体
の
つ
り
合
よ
く
、
盤
石
の
固
め
あ
り
。
学
問
日
に
開
け
て
、
君

子
夫
子
五
倫
の
正
き
こ
と
前
古
に
越
た
り
。
中
華
朝
鮮
も
及
ば
ず
。

（
二
九
）

も
っ
と
も
周
南
も
、
「
上
下
貴
賤
」
に
対
応
し
た
住
居
衣
服
な
ど
の
「
制
度
」

は
未
整
備
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
江
南
は
、
こ
の
よ
う
な
議
論
を
よ
り
推
し
進

（
三
〇
）

め
、
「
東
照
神
君
」
は
「
礼
儀
」
を
制
定
し
て
お
り
、
「
聖
人
」
で
あ
る
と
主

張
す
る
の
で
あ
る
。

（
三
一
）

ま
た
、
徂
徠
に
よ
れ
ば
、
「
道
」
と
は
、
「
聖
人
」
が
立
て
た
「
安
民
」
（
「
安

天
下
」
）
の
た
め
の
諸
制
度
の
総
称
で
、「
殷
之
道
（
殷
の
道
）
」
・
「
周
之
道
（
周

の
道
）
」
と
い
う
よ
う
に
王
朝
単
位
で
時
代
状
況
に
合
わ
せ
更
新
さ
れ
る
。
よ

（
三
二
）

っ
て
、
「
神
君
」
が
「
礼
楽
制
度
」
を
定
め
た
と
い
う
前
提
に
立
て
ば
、
当
代

の
「
法
」
を
「
聖
人
の
道
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
別
段
奇
妙
な
こ
と
で
は
な
い
。
さ

ら
に
当
代
の
「
法
」
が
現
に
天
下
に
安
寧
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
一
層
筋
の
通
っ
た
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
江
南
は
徂
徠
同
様
、
「
聖

人
の
道
」
を
「
天
下
を
治
む
る
道
」
と
理
解
し
、
く
わ
え
て
、
「
方

今
昇
平
二

（
三
三
）

た
ゝ
い
ま

百
年
、
民
戸

扃

を
忘
れ
、
途
に
遺
た
る
を
拾
わ
す
、
唐
土
天

竺
四
夷
八

蛮

み
ん

こ

と
さ
し

み
ち

お
ち

ひ
ろ

と

う

と

て
ん
ち
く

し

い

は
ち
は
ん

の
国
に
お
ゐ
て
も
、
如
是
太
平
は
夏
殷
周
の
三
代
に
も
あ
ら
し
と
思
ひ
侍
る
」

と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
た
（
『
説
』
「
君
子
者
宜
為
投
壺
説
」
）
。

ち
な
み
に
、
徂
徠
学
派
と
親
し
か
っ
た
公
儀
の
奥
坊
主
、
成
島
錦
江
も
、「
徂

徠
先
生
辯

道
の
趣
」
で
「
道
は
聖
々
相
承
て
治
国
安
民
の
た
め
に
立
給
ふ
事
」

（
マ
マ
）

（
三
四
）

で
あ
る
と
説
い
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

我
日
本
礼
あ
ら
ず
と
思
へ
る
は
儒
子
其
見
聞
に
狃
て
察
せ
ざ
る
者
也
。
礼
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隠
然
と
し
て
、
今
に
行
は
る
ゝ
所
法
と
の
み
思
へ
る
は
謬
れ
り
。
所
謂
礼

は
文
と
も
道
と
も
古
に
い
へ
れ
ば
、
今
の
御
大
法
と
称
せ
る
所
古
の
礼
と

し
る
べ
し
。

（
三
五
）

徂
徠
の
議
論
を
江
南
の
よ
う
な
方
向
に
敷
衍
す
る
の
は
、
一
定
の
説
得
力
を
持

っ
た
選
択
肢
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

江
南
は
、
当
代
の
「
礼
儀
」
に
合
致
す
る
よ
う
に
投
壺
礼
を
全
面
的
に
再
構

成
す
る
。
投
壺
の
際
に
明
服
を
ま
と
う
の
は
衣
冠
の
制
に
違
反
し
て
い
る
の
で
、

現
今
の
礼
制
に
従
っ
て
裃
と
素
袍
を
用
い
る
。
ま
た
、
江
南
は
「
宮
室
」
の
制

の
違
い
を
重
視
し
、
中
国
の
家
屋
の
よ
う
に
「

磚

土
間
」
で
は
な
い
、
畳

シ
キ
カ
ワ
ラ

敷
き
の
日
本
の
家
屋
に
合
わ
せ
て
、
礼
の
所
作
を
改
定
し
て
い
る
。

（
三
六
）

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
議
論
か
ら
い
っ
て
、
江
南
が
投
壺
礼
で
の
「
唐
音
」
使

用
に
否
定
的
な
の
は
容
易
に
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
言
語
は
人
の
自
然
の

音
声
に
て
生
得
の
侭
に
非
さ
れ
は
な
し
か
た
」
く
、
元
来
「
唐
人
の
言
語
を
聞

き
取
る
へ
き
為
」
に
学
ぶ
「
唐
音
」
を
、
日
本
人
同
士
で
用
い
て
も
意
味
が
な

い
と
江
南
は
い
う
（
『
漫
筆
』
）
。
さ
ら
に
江
南
は
、
「
受
妙
院
家
の
古
音
に
達

せ
し
人
」
（
未
詳
）
の
語
っ
た
次
の
よ
う
な
説
を
採
用
す
る
。

此
漢
音
呉
音
は
響
こ
そ
違
へ
、

古
時
の
中
華
に
在
り
し
人
黄
備
公
等
の

チ
カ

イ
ニ
シ
ヘ

伝
ら
れ
し
音
な
れ
は
、
真
の
華
音
也
。
今
の
唐
人
の
音
は
皆
夷
狄
の
音
の

入

訛

し
物
な
れ
は
真
音
に
非
ず
。
然
る
を
我
国
の
善
な
る
音
を
知
ら
す

ナ
マ
リ

し
て
、
其
夷
狄
の
音
を
学
ふ
は
謬
の
甚
し
き
也
（
『
漫
筆
』
）
。

こ
れ
は
「
唐
音
」
（
「
華
音
」
）
へ
の
根
本
的
な
懐
疑
で
あ
り
、
批
判
で
あ
る
。

江
戸
期
の
「
唐
音
」
学
習
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
「
音
読
」
対
「
訓
読
」
と
い

う
単
純
な
図
式
で
整
理
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
語
彙
の
変
化
や
助
辞
の
増
加

（
三
七
）

と
い
っ
た
古
代
中
国
語
と
当
時
の
中
国
語
の
差
異
は
夙
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
音
韻
に
つ
い
て
も
、
「
夷
狄
」
の
侵
入
に
よ
っ
て
変
化
が
生
じ
て
い
る

こ
と
を
太
宰
春
臺
は
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
も
、
長
崎
に
来
航
す
る
「
唐
人
」

（
三
八
）

の
話
す
言
語
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
杭
州
音
・
福
州
音
・
南
京
音
な
ど
複
数

の
「
唐
音
」
が
伝
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
ど
れ
が
「
正
音
」
な
の
か
が
、
当

然
問
題
に
な
る
。
春
臺
に
師
事
し
た
無
相
文
雄
は
、
『
韻
鏡
』
な
ど
「
唐
宋
正

律
韻
書
（
唐
宋
正
律
の
韻
書
）
」
と
比
較
し
た
結
果
、
「
官
話
」
（
南
京
音
）
よ

り
も
杭
州
音
の
方
が
「
正
音
」
に
近
い
と
判
定
し
、
そ
の
上
で
杭
州
音
の
「
不

正
」
な
点
を
数
百
年
前
の
唐
宋
の
韻
書
に
し
た
が
い
改
正
し
た
。
文
雄
は
、
当

代
の
中
国
語
に
満
足
せ
ず
、
古
典
中
国
語
の
音
韻
体
系
を
自
ら
の
基
準
で
復
元

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
三
九
）

文
雄
ら
は
「
唐
音
」
学
習
の
重
要
性
を
力
説
し
た
が
、
彼
ら
が
読
誦
の
際
に

用
い
た
の
は
、
中
国
の
ど
の
地
方
で
も
使
用
さ
れ
て
い
な
い
、
理
念
的
な
「
正

音
」
で
あ
っ
た
。「
訓
読
」
せ
ず
直
読
す
る
点
で
は
、
こ
れ
も
一
つ
の
「
音
読
」

論
と
い
え
る
も
の
の
、
「
訓
読
」
に
対
し
て
現
代
中
国
語
標
準
音
に
よ
る
漢
文

学
習
を
説
く
類
の
「
音
読
」
論
と
は
異
な
る
。
江
南
は
「
素
読
に
は
古
の
呉
漢

の
本
音
を
攷
へ
、
四
声
音
韻
を
正
し
く
し
て
直
下
に
誦
読
せ
し
め
、
今
音
の
訛

を
反
し
、
俗
華
音
の
胡
説
を
黜
け
」
た
。
こ
の
論
は
、
「
唐
音
」
（
「
華
音
」
）

（
四
〇
）

学
習
を
批
判
し
て
い
る
が
、
「
本
音
」
の
復
元
を
求
め
る
点
で
は
文
雄
ら
に
近

い
の
で
あ
る

音
楽
に
関
し
て
は
当
初
江
南
は
、
魏
氏
明
楽
を
採
用
し
て
い
た
。
し
か
し
、

終
的
に
は
彼
な
り
に
復
元
し
た
「
唐
宋
の
古
楽
」
に
改
定
し
て
い
る
。
歌
は

（
四
一
）

「
朗
詠
」
の
よ
う
に
「
漢
音
」
で
「
直
読
」
す
る
よ
う
に
し
た
（
『
漫
筆
』
）
。

後
の
楽
の
改
定
を
除
け
ば
、
投
壺
の
「
損
益
」
は
「
姫
路
侯
」
の
「
論
定
」



- 207 -

田中江南の投壺復興

を
経
た
上
で
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
「
其
唐
の
礼
を
改
め
我
国
の
風
俗
に
損
益

仕
候
事
新
に
礼
を
制
候
に
似
申
候
。
私
体
の
損
益
恐
多
く
御
座
候
」（
『
説
』「
上

某
君
書
」
）
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
徂
徠
学
的
な
見
地
か
ら
い
え
ば
、
本

来
礼
の
制
作
は
「
聖
人
」
の
後
継
者
―
す
な
わ
ち
公
儀
―
の
命
で
行
わ
れ
る
の

が
理
想
的
で
あ
る
。
そ
れ
が
無
理
な
ら
ば
、
せ
め
て
大
名
の
「
論
定
」
を
仰
ご

う
と
江
南
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
江
南
の
「
損
益
」
論
は
、
徂
徠
学
の
礼
楽
論
の
一
つ
の
展
開

と
位
置
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
徂
徠
は
、
礼
楽
を
「
安
民
」
を
達
成
す
る
様

々
な
統
治
技
術
の
統
体
と
捉
え
、
そ
れ
を
形
而
上
の
本
質
に
還
元
す
る
こ
と
を

否
定
す
る
。
こ
の
発
想
を
突
き
詰
め
れ
ば
、
た
と
え
中
国
の
礼
制
と
は
無
縁
の

（
四
二
）

制
度
で
あ
っ
て
も
、「
安
民
」
を
実
現
で
き
れ
ば
、「
礼
楽
」
―
引
い
て
は
「
道
」

―
と
認
定
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
「
聖
人
の
道
」
の
機
能
的
代
替
物
は

世
界
に
多
数
発
見
さ
れ
て
い
た
。
山
縣
周
南
の
弟
子
の
瀧
鶴
臺
は
、
「
婆
羅
門

法
」
・
「
天
主
教
」
・
「
回
回
教
」
・
「
囉
嘛
法
」
（
ラ
マ
教
）
を
そ
の
例
に
挙
げ
て

い
る
。宇

宙
之
大
、
邦
域
之
多
如
此
。
而
其
国
各
有
其
国
之
道
、
而
国
治
民
安
也
。

乾
毒
有
婆
羅
門
法
、
与
釈
氏
之
道
并
行
。
西
洋
有
天
主
教
。
其
他
如
回
回

教
囉
嘛
法
者
、
諸
国
或
皆
有
之
。
夫
作
者
七
人
、
皆
開
国
之
君
也
。
継
天

立
極
者
也
。
立
利
用
厚
生
之
道
、
立
成
徳
之
道
、
皆
所
以
代
天
安
民
也
。

国
治
民
安
、
又
復
何
求
。
何
必
中
国
之
独
貴
而
夷
教
之
可
廃
乎
。

（
四
三
）

宇
宙
の
大
な
る
、
邦
域
の
多
き
此
の
如
し
。
而
し
て
其
の
国

各
々
其
の

国
の
道
有
り
て
、
国

治
ま
り
民

安
し
。
乾
毒
は
婆
羅
門
の
法
有
り
て
釈

氏
の
道
と
并
び
行
は
る
。
西
洋
は
天
主
教
有
り
。
其
の
他
回
回
教
・
囉
嘛

法
の
如
き
者
、
諸
国
或
い
は
皆
之
有
り
。
夫
れ
作
者
は
七
人
、
皆
開
国
の

君
な
り
。
天
に
継
ぎ
極
を
立
つ
る
者
な
り
。
利
用
厚
生
の
道
を
立
て
、
成

徳
の
道
を
立
つ
る
は
、
皆
天
に
代
は
り
民
を
安
ん
ず
る
所
以
な
り
。
国
治

ま
り
民
安
く
ば
、
又
復
た
何
を
か
求
め
ん
。
何
ぞ
必
ず
し
も
中
国
の
独
り

貴
く
し
て
夷
教
の
廃
す
可
け
ん
や
。

翻
っ
て
日
本
の
「
泰
平
」
を
考
え
れ
ば
、
江
南
が
い
う
よ
う
に
「
東
照
神
君
」

の
「
法
」
を
「
聖
人
の
道
」
と
見
做
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
論
理
に
し

た
が
え
ば
、
明
朝
の
礼
楽
な
ど
顧
慮
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。
む
し
ろ
、
そ
の

影
響
を
斥
け
る
こ
と
が
、
孔
子
を
含
む
古
の
君
子
た
ち
の
礼
楽
観
に
合
致
す
る

こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
そ
の
時
代
の
礼
制
を
厳
格
に
守
っ
て
い
た

の
だ
か
ら
。
江
南
の
「
損
益
」
は
、
投
壺
礼
の
和
様
化
に
見
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
当
人
の
意
識
に
お
い
て
は
こ
れ
こ
そ
が
真
の
「
復
古
」
な
の
で

あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
議
論
に
は
次
の
よ
う
な
疑
問
が
起
こ
ろ
う
。
そ
も
そ

も
現
今
の
礼
制
で
十
分
な
統
治
が
実
現
し
て
い
る
の
に
、
さ
ら
に
投
壺
を
付
け

加
え
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
―
と
。
も
っ
と
も
な
疑
問
で
あ
る
。
江
南
は
、

当
代
の
礼
制
に
完
全
に
満
足
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
は
対
応
で
き

て
い
な
い
問
題
が
存
在
す
る
と
見
て
い
た
。
松
平
頼
寛
の
命
に
あ
っ
た
「
浄
瑠

璃
・
三
弦
・
人
形
・
雑
劇
の
真
似
」
な
ど
の
良
か
ら
ぬ
遊
興
の
問
題
で
あ
る
。

し
は
い

（
四
四
）

（
二
）
投
壺
と
遊
興

遊
興
の
問
題
に
つ
い
て
も
徂
徠
に
遡
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
徂
徠
は
こ

の
問
題
に
し
ば
し
ば
言
及
し
た
。
た
と
え
ば
、『
徂
来
先
生
答
問
書
』
の
中
で
、

親
の
仏
道
信
仰
を
改
め
さ
せ
た
い
と
考
え
る
弟
子
に
対
し
、
徂
徠
は
次
の
よ
う
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に
述
べ
て
い
る
。

「
仏
法
」
は
「
一
人
の
身
心
を
治
め
」
る
も
の
で
、
「
国
家
を
平
治
す
る
大

道
」
た
る
「
聖
人
の
道
」
か
ら
す
れ
ば
敵
視
す
る
に
足
ら
な
い
。
老
人
は
友
人

も
減
り
、
「
無
聊
」
な
の
で
、
「
棋
・
象
戯
・
双
六
」
や
「
寺
参
・
談
義
参
」
・

「
念
仏
」
が
な
け
れ
ば
、
「
寂
寥
」
は
慰
め
が
た
い
。
「
寂
寥
」
は
統
治
の
観

点
か
ら
見
て
も
危
険
で
あ
る
。

孔
子
は
博
奕
も
や
む
に
賢
れ
り
と
被
仰
候
。
人
は
只
ひ
ま
に
て
あ
ら
れ
ぬ

物
に
て
候
。
ひ
ま
に
て
居
候
へ
ば
、
さ
び
し
き
ま
ゝ
に
種
々
之
悪
敷
事
出

来
候
物
に
候
故
、
孔
子
も
如
此
被
仰
候
事
、
聖
人
は
人
情
を
よ
く
御
存
知

候
故
に
候
。
此
所
よ
り
御
見
ひ
ら
き
候
は
ば
、
天
下
国
家
を
治
め
候
事
も
、

掌
に
運
ら
す
ご
と
く
可
有
御
座
候
。

（
四
五
）

右
に
見
え
る
「
博
奕
も
や
む
に
賢
れ
り
」
と
は
、
『
論
語
』
陽
貨
に
見
え
る

語
で
あ
る
。
『
集
註
』
は
、
「
博
奕
」
を
せ
よ
と
教
え
た
の
で
は
な
く
、
「
無
所

用
心
之
不
可
（
心
を
用
ふ
る
所
無
き
の
不
可
）
」
を
強
調
し
て
説
い
た
の
だ
と

解
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
『
論
語
徴
』
は
馬
融
の
「
為
其
無
所
拠
楽
、
善
生
淫

（
四
六
）

欲
（
其
の
拠
り
て
楽
し
む
所
無
く
、
善
く
淫
欲
を
生
ず
る
為
な
り
）
」
と
い
う

説
を
高
く
評
価
す
る
。
徂
徠
は
、「
淫
欲
」
の
制
禦
に
「
双
陸
格
五
」
・
「
囲
碁
」

な
ど
の
娯
楽
が
有
効
で
あ
る
と
い
う
方
向
で
本
章
を
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
さ

（
四
七
）

ら
に
徂
徠
は
い
う
。
「
孔
子
可
謂
善
識
人
情
已
。
礼
楽
之
教
、
亦
有
此
意
（
孔

子
は
善
く
人
情
を
識
る
と
謂
ふ
可
き
の
み
。
礼
楽
の
教
も
、
亦
た
此
の
意
有

り
）
」
と
。
こ
れ
は
『
答
問
書
』
の
「
此
所
よ
り
御
見
ひ
ら
き
候
は
ば
、
天
下

国
家
を
治
め
候
事
も
、
掌
に
運
ら
す
ご
と
く
可
有
御
座
候
」
と
対
応
し
て
い
る
。

「
礼
楽
」
は
一
面
で
は
、
「
ひ
ま
に
て
あ
ら
れ
ぬ
」
人
々
を
秩
序
の
中
へ
馴
致

す
る
巨
大
な
消
閑
の
具
な
の
で
あ
る
。
「
礼
楽
」
だ
け
で
は
な
い
。
「
孝
悌
忠

信
」
な
ど
の
徳
目
も
そ
う
で
あ
る
。

茶
湯
・
立
花
・
棋
・
象
戯
・
蹴
鞠
之
類
は
無
益
な
る
事
に
候
へ
共
、
是
を

す
る
は
や
む
に
勝
れ
り
と
申
事
の
有
之
候
。
惣
じ
て
人
は
た
ゝ
あ
ら
れ
ぬ

物
に
て
候
。
心
の
よ
せ
所
な
け
れ
ば
悪
事
を
す
る
物
に
て
候
故
、
小
量
な

る
人
は
孝
悌
忠
信
に
て
候
。
其
外
之
儀
は
好
み
に
任
せ
候
事
に
候
。

（
四
八
）

「
孝
悌
」
に
つ
い
て
徂
徠
は
、
言
語
に
よ
る
教
誨
で
は
な
く
、
「
大
学
」
で

行
わ
れ
る
養
老
礼
な
ど
を
通
じ
て
人
々
に
浸
透
し
て
い
た
と
見
る
。
徂
徠
の
『
大

学
解
』
の
説
に
よ
れ
ば
、
養
老
礼
は
、
君
主
が
身
分
の
低
い
老
人
に
か
し
づ
く

儀
礼
で
あ
る
。
儀
式
が
行
わ
れ
る
「
学
宮
」
は
、
周
囲
に
池
が
め
ぐ
ら
さ
れ
、

そ
の
外
側
は
民
の
観
覧
席
に
な
っ
て
い
る
。
楽
舞
を
伴
う
「
養
老
礼
」
は
「
粋

美
之
極
（
粋
美
の
極
）
」
で
あ
る
。
徂
徠
は
「
礼
」
の
「
美
」
に
つ
い
て
次
の

（
四
九
）

よ
う
に
語
る
。

礼
者
、
務
美
焉
者
也
。
民
之
性
、
美
則
効
之
。
是
以
不
待
禁
令
而
行
。
及

其
久
也
、
習
以
成
俗
。
民
以
為
固
然
。
是
先
王
之
道
、
所
以
易
易
也
。

礼
は
、
美
に
務
む
る
者
な
り
。
民
の
性
、
美
な
れ
ば
則
ち
之
に
効
ふ
。
是

な
ら

を
以
て
禁
令
を
待
た
ず
し
て
行
は
る
。
其
の
久
し
き
に
及
ぶ
や
、
習
ひ
て

以
て
俗
を
成
す
。
民

以
て
固
よ
り
然
り
と
為
す
。
是
れ
先
王
の
道
、
易

易
た
る
所
以
な
り
。

（
五
〇
）

人
々
は
礼
の
「
美
」
に
魅
了
さ
れ
、
そ
れ
を
模
倣
す
る
。
徂
徠
の
解
釈
に
し
た
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が
え
ば
、
「
養
老
礼
」
は
「
ひ
ま
に
て
あ
ら
れ
ぬ
」
民
の
た
め
の
壮
麗
な
見
世

物
の
よ
う
に
も
見
え
る
―
礼
楽
の
制
作
は
、
ど
こ
か
遊
技
場
の
設
計
め
い
て
い

る
。こ

の
よ
う
な
徂
徠
の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
徂
徠
が
「
遊
女
・
野
郎
」
を
厳

し
く
統
制
し
よ
う
と
し
た
の
も
頷
け
よ
う
。
華
や
か
な
色
町
と
芝
居
と
は
人
々

を
惹
き
つ
け
、
「
傾
城
・
野
郎
の
ま
ね
」
は
流
行
し
て
い
た
。
「
美
」
に
よ
っ

て
人
々
を
模
倣
へ
導
く
「
礼
楽
」
の
仕
掛
け
は
、
二
つ
の
悪
場
所
で
む
し
ろ
機

能
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
芝
居
や
遊
郭
と
「
礼
楽
」
と
は
、
競
合
関
係

（
五
一
）

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

田
中
江
南
は
、
徂
徠
の
問
題
意
識
を
受
け
継
ぎ
、
こ
の
競
合
に
勝
利
し
よ
う

と
し
た
と
い
え
る
。

（
五
二
）

『
優
游
社
漫
筆
』
に
よ
れ
ば
、
投
壺
復
興
を
命
じ
た
松
平
頼
寛
は
「
人
安
間

に
て
暮
さ
れ
ぬ
も
の
な
れ
ば
何
そ
之
（
「
勾
探
非
人
の
真
似
浄
瑠
理
三
弦
操
」

シ

ハ
イ

を
指
す
―
引
用
者
注
）
に
換
る
の
遊
戯
も
あ
る
へ
し
」（
『
漫
筆
』
）
と
思
案
し
、

投
壺
復
興
を
思
い
立
っ
た
。
ま
た
、
江
南
は
投
壺
の
効
用
を
列
挙
し
た
中
で
次

の
よ
う
に
い
う
。

人
と
し
て
、
徒
然
居
る
は
大
に
よ
か
ら
ぬ
事
に
て
、
ま
き
れ
る
と
云
ふ
道

た

ゝ

具
な
く
し
て
は
、
不
善
の
情
出
る
も
の
也
。
故
に
孔
子
も
碁
象

戯
双

陸

し
や
う
き
す
こ
ろ
く

も
、
何
も
せ
す
に
居
よ
り
は
賢
り
な
る
へ
し
と
教
玉
へ
り
。
後

生

嫌

の

ま
さ

こ
し
や
う
き
ら
い

老
男
女
、
游

流
の
子

弟
な
ど
此
伎
を
為
ん
は
、
苟
に
も
聖
人
の
教
に

ち

ゝ

は

ゝ

ふ
ら
つ
き

わ
か
い
し
ゆ

か
り

向
ひ
、
心
も
不
善
に
至
ら
す
、
身
を
治
る
の
一
助
な
ら
ん
（
『
説
』
「
投

壺
可
乎
修
養
説
）
。

「
後

生

嫌

（
仏
道
信
仰
嫌
い
―
引
用
者
注
）
の
老
男
女
」
は
、
徂
徠
の
「
仏

こ
し
や
う
き
ら
い

ち

ゝ

は

ゝ

法
」
を
め
ぐ
る
論
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

歌
舞
伎
や
三
味
線
な
ど
の
悪
し
き
娯
楽
に
打
ち
勝
つ
に
は
、
「
質
直
」
一
辺

倒
で
は
駄
目
で
、
「
美
麗
花

艶
」
な
る
投
壺
を
制
作
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
―

り

つ
は
は
な
や
か

と
い
う
の
が
頼
寛
の
「
遺
命
」
で
あ
る
。
こ
の
課
題
に
取
り
組
ん
だ
江
南
は
、

「
婦
人
」
向
け
の
投
壺
式
に
加
え
、
「
妓
女
」
向
け
の
投
壺
式
ま
で
制
作
し
て

い
る
。
「
妓
女
」
は
「
詩
を
作
、
歌
を
唱
ひ
、
楽
を
奏
し
、
舞
を
舞
ひ
、
風
流

う
た

ま

の
者
な
れ
は
、
誠
に
好
色
の
外
の
一

色
に
し
て
、
遊
宴
の
座
に
は
賞
玩
す
べ

い
つ
し
き

き
も
の
」
（
『
説
』
「
妓
女
投
壺
之
説
」
）
で
あ
る
と
江
南
は
い
う
。
大
名
家
の

外
交
官
で
あ
る
留
守
居
役
の
会
合
に
も
芸
妓
が
呼
ば
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。

（
五
三
）

彼
女
た
ち
が
投
壺
を
行
う
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
の
波
及
効
果
は
大
き
い
。
江
南

は
、
「
妓
女
」
の
投
壺
の
た
め
に
専
用
の
楽
舞
ま
で
定
め
て
い
る
（
『
説
』
「
妓

女
投
壺
之
説
」
）
。

女
性
向
け
投
壺
式
の
作
成
に
当
た
り
、
江
南
は
香
道
を
参
考
に
し
て
い
る
。

香
道
が
投
壺
に
起
源
す
る
と
江
南
は
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
香
道
で
は
、

香
を
聞
き
分
け
、
そ
の
当
否
を
競
う
際
に
、
得
点
表
示
の
た
め
「
盤
物
」
と
呼

ば
れ
る
小
道
具
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
競
馬
香
で
は
馬
と
騎
手

の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
が
得
点
ご
と
に
盤
の
上
を
前
進
す
る
。
吉
野
竜
田
香
で
は
桜
花

と
紅
葉
、
矢
数
香
で
は
矢
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
と
類
似
し
た

得
点
表
示
法
が
、
投
壺
の
書
で
あ
る
『
酔
翁
戯
事
』
な
ど
の
書
に
見
え
、
こ
れ

を
「
戯
曲
」
と
称
す
る
。

戯

曲
と
云
ふ
は
今
の
香

道
の
盤

物
の
如
し
。
其

始

投
壺
篇
の
立
馬
の

ぎ
き
ょ
く

か
う
と
う

は
ん
も
の

は
し
め
と
う

法
に
本
つ
き
て
設
く
る
所
、
石

崇
か
婦
女
の
投
壺
に
馬
は
立
へ
か
ら
す

せ
き
さ
ふ

と
花
を
樹
た
る
よ
り
、
始
り
て
競
駟
は
駟
馬
の
車
は

走

し
邀

旗
は
東
西

た
て

け

い
し

し

め

は
し
ら

き
や
う
き

の
旗
を
合
し
て
駆
逐
し
、
闘
麗
華
は
花
を
闘
せ
て
負
た
る
人
の
花
を
取

う
つ

と
う
れ
い
く
わ

あ
わ

と
る
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な
と
、
皆
香
道
の
本
と
し
て
取
た
る
所
な
り
（
『
説
』
「
投
壺
諸
技
百
法

も
と

之
説
」
）
。

江
南
は
、
「
一

際
華

美
な
る
構
投
戯
曲
百
章
を
撰
み
、
少
し
く
損
益
を
な
し
、

ひ
と
き
わ
は
な
や
か

く
み

十
冊
と
し
、
婦
人
投

壺
花
濃
園
と
題
目
教
し
へ
授
」
け
た
（
『
説
』
「
婦
女
投

つ
ほ
う
ち
は
な

の

そ
の

な

つ

け

壺
之
説
」
）
。

こ
れ
に
加
え
江
南
は
、
香
道
な
ど
の
芸
道
か
ら
、
教
授
体
制
の
編
成
を
学
ん

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
江
南
の
活
動
し
た
十
八
世
紀
後
半
は
、
諸
芸
道
で
「
家
元

制
度
」
が
確
立
さ
れ
た
時
期
に
当
た
る
。

従
来
、
芸
道
で
は
、
免
許
皆
伝
を
受
け
た
人
物
は
、
自
ら
の
門
弟
に
免
許
皆

伝
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
皆
伝
と
と
も
に
免
状
発
行
権
も

弟
子
に
授
与
さ
れ
て
い
た
（
完
全
相
伝
）
。
し
か
し
、
十
八
世
紀
に
な
る
と
、

弟
子
に
は
教
授
権
の
み
を
与
え
、
免
状
発
行
権
は
家
元
が
独
占
す
る
伝
授
体
系

が
現
れ
る
（
不
完
全
相
伝
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
門
流
の
拡
大
と
分
派
の
抑
制

が
と
も
に
可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
伝
授
体
系
を
根
幹
と
す
る
組
織
体
を

「
家
元
制
度
」
と
呼
ぶ
。
多
く
の
流
儀
に
お
い
て
「
家
元
制
度
」
の
確
立
と
と

（
五
四
）

も
に
、
教
授
階
梯
の
整
備
が
行
わ
れ
て
い
る
。
傘
下
の
門
人
組
織
を
一
元
的
に

管
理
し
、
免
状
を
発
給
す
る
た
め
に
は
、
教
授
階
梯
の
制
度
化
が
不
可
欠
だ
か

ら
で
あ
る
。
江
南
が
若
い
頃
入
門
し
た
香
道
志
野
流
は
、
享
保
年
間
に
は
既
に
、

八
段
階
の
教
授
階
梯
を
採
用
し
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

（
五
五
）

江
南
は
、
こ
の
よ
う
な
芸
道
の
動
き
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
投
壺
の
門
流

組
織
を
編
成
し
て
い
っ
た
。
彼
は
「
十
九
則
・
十
二
及
第
・
二
十
階
・
八
位
次
」

の
教
授
階
梯
を
設
け
、
十
一
則
・
四
第
・
傑
手
階
・
長
者
下
座
以
上
の
者
に
「
指

（
五
六
）

南
免
許
」
を
与
え
て
い
る
。

高
位
に
至
る
と
「
印
可
」
（
皆
伝
）
を
与
え
る

（
五
七
）

よ
う
で
あ
る
が
、
「
印
可
」
に
免
状
発
行
権
の
付
与
が
伴
っ
て
い
た
か
に
つ
い

て
は
言
及
が
な
い
。
よ
っ
て
江
南
の
投
壺
が
「
家
元
制
度
」
を
備
え
て
い
た
か

は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
十
二
回
も
の
試
験
に
及
第
し
、
皆
伝
を
受
け
る
の

は
一
般
の
門
弟
に
は
至
難
の
業
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
仮
に
投
壺
が
順
調
に

継
承
さ
れ
た
と
し
た
と
し
て
も
、
皆
伝
者
は
江
南
の
子
孫
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
江
南
の
子
、
菊
輔
は
十
歳
で
投
壺
の
指
南
に
当
た
っ

て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
彼
が
二
代
目
家
元
と
に
な
り
、
一
門
を
統
率
す
る
予
定

（
五
八
）

だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
儒
学
の
礼
楽
と
「
家
元
制
度
」
と
の
融
合
は
、
奇
妙
に
見
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
在
も
存
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、

「
家
元
制
度
」
は
強
靭
で
あ
る
。
免
状
料
が
大
き
な
収
入
源
と
な
っ
て
い
る
た

め
、
庇
護
者
の
支
援
に
依
存
せ
ず
に
済
み
、
ま
た
「
名
取
」
と
い
っ
た
中
間
教

授
者
を
有
す
る
た
め
、
効
率
的
に
新
規
入
門
者
を
獲
得
で
き
る
。
さ
ら
に
、
幾

重
も
の
教
授
階
梯
を
経
る
こ
と
で
、
門
人
の
向
上
心
は
変
革
で
は
な
く
、
式
法

の
遵
守
へ
と
馴
致
さ
れ
る
。
今
日
の
目
か
ら
見
れ
ば
種
々
問
題
は
あ
る
と
し
て

も
、
「
家
元
制
度
」
は
、
非
常
に
有
効
な
芸
道
普
及
の
戦
略
で
あ
る
。
投
壺
が

歌
舞
伎
や
三
味
線
に
取
っ
て
代
わ
る
た
め
に
、
江
南
が
「
家
元
制
度
」
を
参
考

し
た
の
は
、
彼
の
炯
眼
を
示
す
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
五
九
）

四

お
わ
り
に

礼
楽
の
体
系
と
近
世
日
本
社
会
と
の
接
合
点
を
考
え
た
場
合
、
江
南
の
よ
う

に
遊
戯
と
社
交
の
領
域
を
選
ぶ
の
は
妥
当
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
も

そ
も
近
世
日
本
に
お
い
て
は
、
儒
学
自
体
が
多
分
に
遊
芸
の
一
種
と
見
做
さ
れ

て
お
り
、
文
人
的
な
交
遊
へ
の
参
与
が
学
問
の
大
き
な
魅
力
だ
っ
た
。

（
六
〇
）

江
南
は
江
戸
を
離
れ
た
後
、
伊
勢
に
立
ち
寄
っ
た
。
そ
の
際
、
宇
治
の
林
崎



- 211 -

田中江南の投壺復興

文
庫
を
立
て
直
す
た
め
、
文
庫
に
「
学
校
」
を
附
設
す
る
提
案
を
伊
勢
内
宮
権

禰
宜
荒
木
田
尚
賢
に
し
て
い
る
（
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
）
。
そ
の
中
で
、

各
地
の
学
問
所
が
「
寂
寥
」
と
し
て
い
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

当
代
の
日
本
は
「
郡
県
」
の
制
度
で
な
く
、
科
挙
に
よ
る
人
材
登
用
も
な
い
。

ま
た
、
学
問
抜
き
で
も
「
御
法
度
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
「
人
倫
」
も
維
持
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
学
問
に
よ
っ
て
「
徳
行
」
の
人
が
育
っ
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
。
む
し
ろ
「
学
者
」
は
「
博
識
」
を
誇
り
、
「
高
慢
」
で
人
柄
が
悪
い
。

よ
っ
て
、
人
々
が
学
問
に
励
ま
な
い
の
も
「
天
理
自
然
之
世
状
人
情
」
、
つ
ま

り
極
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
漢
以
後
之
風
」
の

「
学
校
」
を
建
て
、
無
理
や
り
に
子
供
に
学
問
を
教
え
て
も
、
効
果
が
上
が
る

わ
け
が
な
い
。

（
六
一
）

そ
こ
で
江
南
は
、
「
其
郷

党
の
上
下
老
少
平
生
会
合
し
遊
戯
候
所
」
、
つ
ま

サ
ト
ム
ラ

ツ

キ

合

ア

ソ

ヒ

（
六
二
）

り
遊
芸
と
寄
合
の
拠
点
で
あ
っ
た
古
代
の
「
周
の
学
校
」
を
再
興
せ
よ
と
説
く
。

周
の
学
校
と
申
は
養
老
長
幼
の
序
を
篤
く
し
、
人
倫
の
道
を
教
へ
、
六
藝

を
相
学
候
事
故
、
日
々
の
政
治
、
家
内
の
相
談
、
一
家
親
類
一
郷
の
朋
友

知
人
の
寄
合
交
接
、
礼
儀
礼
式
を
仕
合
て
見
、
詩
歌
を
作
り
、
或
は
う
た

ツ
キ

合

ひ
、
楽
を
為
し
、
舞
を
舞
ひ
、
弓
を
射
、
馬
に
騎
り
、
飲
食
を
為
し
て
土

地
の
老
人
を
敬
ひ
、
手
習
し
、
書
物
を
読
、
不
解
事
理
非
を
討
論
し
、
勘

定
算
用
を
考
く
ら
へ
、
土
地
の
勘
定
等
を
打
合
せ
て
勘
弁
し
、
其
外
何
に

て
も
内
に
不
在
時
は
、
此
学
校
に
て
遊
ひ
話
し
、
互
に
外
の
家
へ
往
き
来

る
事
無
之
故
、
交
遊
に
世
話
少
く
自
由
に
稽
古
事
の
場
所
に
無
恐
れ
、
童

子
八
歳
以
上
は
始
終
此
学
校
に
被
使
在
故
、
其
習
ひ
て
智
長
し
、
不
教
に

自
然
と
才
智
長
、
眼
耳
開
き
、
賢
者
と
成
、
人
々
学
校
を
厭
ふ
心
無
御
座

候
。
是
古
の
聖
道
に
て
当
時
に
相
叶
可
申
候
事
。

（
六
三
）

「
学
校
」
で
社
交
と
遊
芸
に
励
む
こ
と
で
人
々
の
「
智
」
と
「
才
智
」
と
が
成

長
す
る
と
江
南
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
江
南
は
営
利
の
た
め
だ
け
に
礼
の
遊

芸
化
を
推
し
進
め
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
遊
芸
の
積
極
的
な
意
義
を
信
じ
て
い

た
の
で
あ
る
。

当
時
、
各
地
の
学
問
所
は
「
寂
寥
」
と
し
て
い
て
も
、
そ
の
外
側
で
は
遊
芸

及
び
遊
芸
の
一
種
と
し
て
の
学
問
は
盛
ん
で
あ
っ
た
。
外
聞
の
た
め
、
あ
る
い

は
人
付
き
合
い
の
た
め
、
あ
る
い
は
け
だ
る
い
日
常
か
ら
飛
翔
す
る
た
め
、
多

く
の
人
々
が
遊
芸
を
楽
し
ん
だ
。
そ
の
う
ち
の
幾
人
か
は
熱
中
の
余
り
家
業
を

（
六
四
）

捨
て
て
、
遊
芸
の
師
匠
と
な
っ
た
。
そ
の
選
択
は
時
に
親
戚
知
友
と
の
深
刻
な

葛
藤
を
生
ん
だ
。
有
名
無
名
の
遊
芸
の
師
た
ち
の
苦
難
と
栄
光
と
が
「
文
華
」

の
「
開
け
」
を
支
え
て
い
た
。
江
南
は
こ
の
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

（
六
五
）

う
。彼

は
た
だ
の
「
泰
平
」
の
逸
民
で
は
な
か
っ
た
。
「
泰
平
」
が
も
た
ら
し
た

洗
練
さ
れ
た
趣
味
と
社
交
の
可
能
性
に
賭
け
、
行
動
し
、
そ
し
て
流
寓
の
う
ち

に
生
を
終
え
た
の
で
あ
る
。

天
明
二
年
春
正
月
六
日
、
江
南
の
小
祥
（
一
周
忌
）
に
当
た
り
、
か
つ
て
の

弟
子
た
ち
が
水
戸
で
彼
の
霊
を
弔
っ
た
。
そ
の
一
人
の
祭
文
に
は
次
の
よ
う
に

あ
る
。岡

山
千
里
、
埋
玉
何
丘
。
没
形
西
海
、
帰
神
東
陬
。
臨
終
顧
余
、
其
言
也

善
。
盛
業
所
託
、
省
己
其
靦
。
任
重
道
遠
、
才
薄
力
愞
。
感
泣
追
慕
、
緬

想
輾
転
。

（
六
六
）

岡
山
千
里
に
し
て
、
玉
を
何
れ
の
丘
に
か
埋
む
。
形
を
西
海
に
没
し
、
神

を
東
陬
に
帰
す
。
臨
終
に
余
を
顧
み
、
其
の
言
や
善
し
。
盛
業
の
託
す
る
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所
、
己
を
省
み
る
に
其
れ
靦
た
り
。
任

重
く
道

遠
き
に
、
才
は
薄
く
力

は
愞
し
。
感
泣
追
慕
し
て
、
緬
想
輾
転
す
。

よ
わ

江
南
か
ら
遺
言
を
受
け
た
こ
の
弟
子
の
名
を
立
原
万
と
い
う
。
後
に
彰
考
館
総

裁
と
な
る
立
原
翠
軒
で
あ
る
。
翠
軒
の
も
と
に
藤
田
幽
谷
が
弟
子
入
り
す
る
の

は
、
こ
の
翌
々
年
、
天
明
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
江
南
が
水
戸
へ
伝
え
た
徂
徠

学
は
、
い
わ
ゆ
る
後
期
水
戸
学
に
深
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
後

の
「
徂
徠
学
の
ゆ
く
え
」
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

注
（
一
）
尾
藤
二
洲
『
正
学
指
掌
』
（
頼
惟
勤
（
校
注
）
『
徂
徠
学
派
』
、
日
本
思
想
大
系
第

三
十
七
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）
、
三
四
五
頁
。

（
二
）
荻
生
徂
徠
『
大
平
策
』（
吉
川
幸
次
郎
・
丸
山
眞
男
・
西
田
太
一
郎
・
辻
達
也
（
校

注
）
『
荻
生
徂
徠
』
、
日
本
思
想
大
系
第
三
十
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
、

四
六
七
頁
。

（
三
）
徂
徠
学
の
挫
折
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
浩
「
「
泰
平
」
と
「
皇
国
」
」
（
同
『
東
ア
ジ

ア
の
王
権
と
思
想
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
及
び
同
「
無
頼
と
放
伐

―
徂
徠
学
の
崩
壊
」
（
同
『
日
本
政
治
思
想
史
―
十
七
～
十
九
世
紀
』
、
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
に
詳
し
い
。

（
四
）
南
郭
の
礼
研
究
に
つ
い
て
は
、
日
野
龍
夫
『
服
部
南
郭
伝
攷
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、

一
九
九
九
年
）
、
三
五
九
～
三
六
〇
頁
参
照
。

（
五
）
山
縣
周
南
『
講
学
日
記
』
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
）
。

（
六
）
山
縣
大
弐
（
著
）
・
川
浦
玄
智
（
訳
註
）『
柳
子
新
論
』（
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、

一
九
四
三
年
）
。
と
り
わ
け
「
正
名
」
・
「
人
文
」
・
「
文
武
」
参
照
。

（
七
）
田
中
江
南
に
関
す
る
専
論
は
、
次
の
二
つ
の
み
で
あ
る
。
岡
澤
慶
三
郎
「
田
中

江
南
の
墓
碑
発
見
と
其
事
蹟
に
就
て
」
（
『
掃
苔
』
第
九
巻
第
四
号
、
東
京
名
墓
顕

彰
会
、
一
九
四
〇
年
）
、
掛
本
勲
夫
「
田
中
江
南
の
林
崎
文
庫
改
革
意
見
書
・
「
御

文
庫
興
隆
愚
案
」
」
（
『
皇
學
館
論
叢
』
第
二
十
六
巻
第
一
号
、
皇
學
館
大
學
人
文
学

会
、
一
九
九
三
年
）
。
学
会
報
告
で
は
、
徳
田
武
「
投
壺
論
の
系
譜
」
（
日
本
近
世

文
学
会
平
成
十
七
年
度
春
季
大
会
）
の
中
で
田
中
江
南
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
、
本
稿
が
主
要
な
資
料
と
し
て
用
い
る
次
の
二
つ
の
著
作
は
参
照
し
て

い
な
い
。

・
田
中
江
南
『
投
壺
説
』
（
明
和
五
年
頃
成
立
。
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
。
改
訂

の
跡
が
生
々
し
く
残
り
、
自
筆
本
と
推
測
さ
れ
る
。
以
下
、
引
用
の
際
は
『
説
』

と
略
称
）

・
『
優
游
社
漫
筆
』
（
江
南
の
弟
子
あ
る
い
は
江
南
の
著
。
明
和
四
年
か
ら
六
年
の

間
に
成
立
か
。
写
本
。
国
立
公
文
書
館
蔵
。
以
下
引
用
の
際
は
『
漫
筆
』
と
略
称
）

こ
の
二
書
に
よ
っ
て
、
江
南
の
伝
記
事
項
は
か
な
り
増
補
で
き
る
。
た
だ
し
、
本

稿
は
あ
く
ま
で
江
南
の
投
壺
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
、
詳
細
な
伝
記
研

究
は
別
の
機
会
に
譲
る
。

（
八
）
本
居
宣
長
宛
て
の
谷
川
士
清
の
書
簡
（
明
和
八
年
霜
月
五
月
）
に
「
儒
士
投
壺

先
生
田
中
氏
」
と
あ
る
（
大
野
晋
（
編
）『
本
居
宣
長
全
集
』
別
巻
三
、
筑
摩
書
店
、

一
九
九
三
年
）
、
三
九
八
頁
。

（
九
）
『
江
戸
儒
医
評
林
』
、
三
オ
（
中
野
三
敏
『
江
戸
名
物
評
判
記
』
、
岩
波
書
店
、
一

九
八
七
年
）
。

（
一
〇

）
中
国
に
お
け
る
投
壺
の
歴
史
に
関
し
て
は
次
の
論
考
を
参
照
。
神
田
喜
一
郎
「
遊

戯
具
「
投
壺
」
に
つ
い
て
」
（
東
方
学
術
協
会
『
正
倉
院
文
化
』
、
大
八
洲
出
版
株

式
会
社
、
一
九
四
八
年
）
、
張
永
・
鄧
麗
星
「
中
国
古
代
投
壺
発
展
盛
衰
校
証
」（
『
王

林
師
範
学
院
学
報
（
自
然
科
学
）
』
第
二
十
八
巻
第
五
期
、
二
〇
〇
七
年
）
。

（
一
一

）
正
倉
院
の
投
壺
具
に
つ
い
て
は
、
飯
田
剛
彦
「
投
壺
／
投
壺
矢
」
（
米
田
雄
介
・

杉
本
一
樹
（
編
著
）
『
正
倉
院
美
術
館
ザ
・
ベ
ス
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
、
講
談
社
、

二
〇
〇
九
年
）
と
米
田
雄
介
『
奇
蹟
の
正
倉
院
宝
物
―
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
終
着
駅
』
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（
角
川
選
書
四
七
八
、
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。
『
投
壺
説
』
「
大

東
投
壺
説
」
に
「
南
都
東
大
寺
の
宝
物
に
投
壺
の
壺
矢
あ
り
」
と
あ
り
、
江
南
も

正
倉
院
の
投
壺
具
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
。
江
南
の
投
壺
研
究
の
水
準
が
侮
れ
な

い
こ
と
は
こ
の
一
例
か
ら
も
分
か
る
。

（
一
二

）
大
江
匡
衡
『
江
吏
部
集
』
巻
中
（
塙
保
己
一
（
編
）
『
群
書
類
従
』
第
九
輯
〔
訂

正
第
三
版
〕
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
〇
年
）
、
二
二
二
頁
。

（
一
三

）
藤
原
道
憲
『
本
朝
世
紀
』
（
黒
板
勝
美
（
編
）
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
九
巻
、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
三
年
）
、
三
七
一
頁
。

（
一
四

）
大
枝
流
芳
に
つ
い
て
は
、
翠
川
文
子
「
大
枝
流
芳
（
岩
田
信
安
）
小
考
」
（
『
川

村
学
園
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
五
巻
二
号
、
川
村
学
園
女
子
大
学
、
二
〇
〇

四
年
）
に
詳
し
い
。

（
一
五

）
大
枝
流
芳
『
雅
遊
漫
録
』
（
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期

二
三
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
）
、
三
六
二
～
三
七
三
頁
。

（
一
六

）
『
投
壺
今
格
』
（
明
和
六
年
刊
、
園
部
町
教
育
委
員
会
〔
小
出
文
庫
〕
蔵
）
の
跋

に
は
、
「
昔
日
有
大
枝
翁
者
、
欲
張
此
技
。
而
未
得
其
志
（
昔
日
大
枝
翁
な
る
者
有

り
、
此
の
技
を
張
ら
ん
と
欲
す
。
而
れ
ど
も
未
だ
其
の
志
を
得
ず
）
」
と
あ
る
。
都

賀
庭
鐘
は
流
芳
の
「
旧
識
」
で
、
『
雅
遊
漫
録
』
の
序
を
撰
す
る
だ
け
で
な
く
、
校

正
も
行
っ
て
い
る
（
『
雅
遊
漫
録
』
、
二
五
五
～
二
五
六
頁
）
。
大
陸
が
流
芳
の
試
み

を
念
頭
に
置
い
て
『
投
壺
今
格
』
を
著
し
た
の
は
確
実
で
あ
る
。

（
一
七

）
江
南
は
投
壺
の
盤
物
を
用
い
る
組
香
「
投
壺
香
」
を
作
っ
た
人
物
を
厳
し
く
批

判
す
る
（
『
説
』「
嗅
香
伎
本
於
投
壺
起
之
説
」
）
。
大
枝
流
芳
は
『
香
道
秋
の
光
』（
享

保
十
八
年
刊
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
）
で
「
投
壺
香
」
を
新
た
に
制
し
て
い

る
（
下
巻
一
、
二
四
ウ
～
二
七
ウ
）
。

（
一
八

）
木
村
黙
老
『
続
聞
ま
ゝ
の
記
』
辰
集
利
（
天
理
図
書
館
蔵
）
に
抄
録
さ
れ
て
い

る
。

（
一
九

）
岡
野
逢
原
『
逢
原
記
聞
』
（
多
治
比
郁
夫
・
中
野
三
敏
校
注
『
当
代
江
戸
百
化
物

在
津
紀
事

仮
名
世
説
』
〔
新
日
本
古
典
文
学
大
系
第
九
十
七
巻
、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
〇
年
〕
）
、
一
七
二
頁
。

（
二
〇

）
儒
者
の
境
遇
に
つ
い
て
は
渡
辺
浩
「
儒
学
史
の
異
同
の
一
解
釈
」
・
「
儒
者
・
読

書
人
・
両
班
」
（
前
掲
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想
』
）
に
詳
し
い
。

（
二
一

）
中
島
棕
隠
『
太
平
新
曲
』
の
「
嘲
木
葉
儒
者
」
は
、
こ
の
よ
う
な
儒
者
の
「
世

渡
」
と
「
内
証
」
と
を
活
写
し
て
い
る
（
日
野
龍
夫
・
高
橋
圭
一
（
編
）
『
太
平
楽

府
他
―

江
戸
狂
詩
の
世
界
』
〔
東
洋
文
庫
五
三
八
、
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
〕
、
一

〇
〇
～
一
〇
四
頁
）
。

（
二
二

）
尾
崎
鳩
居
『
鳩
居
語
』
（
関
義
一
郎
（
編
）
『
続
続
日
本
儒
林
叢
書
』
、
東
洋
図
書

刊
行
会
、
一
九
三
六
年
）
、
六
頁
。

（
二
三

）
前
掲
『
逢
原
記
聞
』
、
一
七
二
頁
。

（
二
四

）
魏
氏
明
楽
に
つ
い
て
は
、
坂
田
進
一
「
魏
氏
明
楽
―
江
戸
文
人
音
楽
の
中
の
中

国
―
」
（
東
ア
ジ
ア
地
域
間
交
流
研
究
会
（
編
）
『
か
ら
船
往
来
―
日
本
の
育
て
た

ひ
と
・
ふ
ね
・
こ
こ
ろ
』
、
中
国
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
、

中
尾
友
香
梨
『
江
戸
文

人
と
明
清
楽
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
二
五

）
「
礼
義
の
事
の
委
細
な
る
は
堯
舜
の
代
に
始
め
て
立
ら
れ
し
な
れ
は
、
其
聖
作
に

て
善
な
る
へ
き
を
夏
は
夏
の
世
の
礼
、
殷
は
殷
の
代
の
礼
、
周
は
周
の
代
の
礼
と

損
益
し
て
、
当
世
に
用
ひ
玉
ひ
し
に
て
察
し
玉
へ
。
唐
土
に
て
唐
の
古
を
師
と
す

る
な
れ
は
、
漢
代
も
唐
宋
も
皆
古
礼
の
通
に
為
す
へ
き
事
な
れ
と
も
、
如
何
に
唐

に
て
も
古
法
は
後
世
の
人
情
に
合
兼
る
故
、
皆
其
法
を
損
益
し
て
当
世
に
行
る
ゝ

や
ふ
に
と
礼
楽
は
制
作
し
用
ひ
行
ぬ
。
我
邦
の
朝
庭
の
礼
義
は
唐
典
を
写
さ
せ
ら

れ
し
と
云
へ
と
も
、
堂
上
の
事
は
須
臾
さ
し
置
き
、
武
家
一
統
の
御
代
と
な
り
て

は
武
家
の
礼
義
と
云
ふ
も
の
出
来
て
、
諸
侯
大
夫
士
庶
人
ま
て
も
其
風
俗
に
従
ひ

行
け
は
、
今
其
法
に
従
す
し
て
は
、
国
法
に
叛
く
の
罪
人
た
る
へ
し
。
況
や
下
と

し
て
其
法
を
改
め
制
す
へ
き
理
な
し
」
（
『
漫
筆
』
）
。

（
二
六

）
荻
生
徂
徠
『
大
平
策
』
（
前
掲
『
荻
生
徂
徠
』
）
、
四
五
九
頁
。

（
二
七

）
同
書
、
四
七
五
頁
。

（
二
八

）
荻
生
徂
徠
『
政
談
』
（
辻
達
也
（
校
注
）
『
政
談
』
、
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
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九
八
七
年)

、
九
〇
頁
及
び
九
九
～
一
一
〇
頁
。

（
二
九

）
山
縣
周
南
『
周
南
先
生
為
学
初
問
』
（
井
上
哲
次
郎
・
蟹
江
義
丸
（
編
）
『
日
本

倫
理
彙
編
』
第
六
巻
、
育
成
会
、
一
九
〇
八
年
）
、
三
四
三
～
三
四
四
頁
。

（
三
〇

）
同
書
、
三
四
五
～
三
四
七
頁
。

（
三
一

）
ち
な
み
に
、
仁
徳
天
皇
の
つ
い
て
は
「
開
国
の
君
」
で
は
な
い
が
、
禹
を
思
わ

せ
る
治
水
事
業
と
「
民
の
竈
は
に
ぎ
は
ひ
に
け
り
」
で
知
ら
れ
る
仁
政
か
ら
「
聖

人
」
の
例
に
挙
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
徂
徠
は
、
漢
字
を
導
入
し
た
仁
徳
天
皇

は
「
其
文
之
祖
乎
（
其
れ
文
の
祖
か
）
」
と
述
べ
、
都
を
「
中
州
」
に
定
め
た
こ
と

と
、
そ
の
「
揖
譲
之
美
、
慈
倹
之
徳
（
揖
譲
の
美
、
慈
倹
の
徳
）
」
と
を
称
讃
す
る

（
荻
生
徂
徠
『
忍
尊
帖
』
三
ウ
、
甘
雨
亭
叢
書
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
）
。
た
だ

し
、
江
南
が
稀
覯
の
『
忍
尊
帖
』
を
参
看
で
き
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
三
二

）
荻
生
徂
徠
『
辨
名
』
道
１
・
２
（
前
掲
『
荻
生
徂
徠
）
、
二
一
〇
、
二
一
一
頁
。

（
三
三

）
田
中
江
南
『
江
南
陳
言
』
（
神
宮
文
庫
蔵
）
。

（
三
四

）
成
島
錦
江
（
述
授
）
「
道
解
」
（
『
芙
蓉
楼
玉
屑
』
所
収
、
久
保
田
啓
一
「
川
越
市

立
図
書
館
蔵
『
芙
蓉
玉
屑
』
（
下
）
―
翻
刻
と
解
題
」
（
『
日
本
文
学
研
究
』
第
二
十

八
号
、
梅
光
学
院
大
学
、
一
九
九
一
年
）
、
一
〇
〇
頁
。

（
三
五

）
同
書
、
一
〇
二
頁
。

（
三
六

）
「
我
日
本
の
国
法
も
皆
周
礼
の
遺
法
、
唐
典
の
礼
式
に
仍
て
制
し
玉
へ
と
も
、
時

よ
り

制
に
随
て
亦
損
益
あ
り
。
是
亦
其
御
代
の
国
家
の
礼
儀
也
。
礼
儀
は
上
よ
り
立
玉

ふ
道
な
れ
は
、
下
と
し
て
改
め
制
す
へ
き
様
な
し
。
今
の
御
代
に
て
も
王
庭
の
事

は
暫
く
置
、
厳

重
の
朝
礼
の
外
は
上

下
を
礼
服
と

定

さ
せ
玉
ふ
。
法
儀
な
れ

げ
む
ち
や
う

か
み
し
も

さ
た
め

は
君

子

者
と
云
へ
と
も
、
私
の
礼
に
は
皆
上
下
を
以
て
礼
服
と
し
行
ひ
玉
ふ
。

れ
き
／
＼
か
た

其
所

則

礼
義
也
」
。
「
我
国
の
宮
室
は
我
国
の
礼
に

従

て
作
り
し
、
宮
室
な

す
な
は
ち

し
た
か
ひ

れ
は
、
王
庭
の
事
は
暫
し
置
、
其
宮
室
に
準
じ
て
制
し
玉
へ
る
、
我
国
の
礼
に
従

て
、
跪

坐
し
て
投
壺
せ
ね
は
な
ら
ぬ
也
」
（
『
説
』
「
損
益
投
壺
儀
節
説
」
）
。

か
し
こ
ま
り

（
三
七

）
荻
生
徂
徠
『
訳
文
筌
蹄
』
「
題
言
十
則
」
（
巻
首
、
十
二
オ
～
十
二
ウ
、
〔
戸
川
芳

郎
・
神
田
信
夫
（
編
）『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
二
巻
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
）
。

（
三
八

）
太
宰
春
臺
「
磨
光
韻
鏡
序
」
（
同
『
春
臺
先
生
紫
芝
園
後
稿
』
巻
四
、
十
四
ウ
～

十
六
ウ
〔
小
島
康
敬
（
編
集
・
解
説
）
『
春
臺
先
生
紫
芝
園
稿
』
、
近
世
儒
家
文
集

集
成
第
六
巻
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
六
年
〕
）
。

（
三
九

）
無
相
文
雄
『
三
音
正
譌
』
巻
上
、
十
一
ウ
～
十
二
オ
（
宝
暦
二
年
刊
、
東
京
大

学
総
合
図
書
館
蔵
）
。
「
唐
音
」
の
「
矯
正
」
に
つ
い
て
は
湯
沢
質
幸
「
文
雄
に
お

け
る
韻
鏡
と
唐
音
」
（
『
筑
波
学
院
大
学
紀
要
』
第
五
集
、
筑
波
学
院
大
学
、
二
〇

一
〇
年
）
参
照
。

（
四
〇

）
列
樹
栄
「
六
朝
詩
選
俗
訓
附
言
」
（
田
中
江
南
（
訓
訳
）
・
都
留
春
雄
・
釜
谷
武

志
（
校
注
）
『
六
朝
詩
選
俗
訓
』
、
東
洋
文
庫
六
六
六
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
、

三
九
六
頁
。

（
四
一

）
「
不
侫
又
管
見
有
り
て
頖
宮
礼
楽
書
に
従
て
、
近
比
唐
宋
の
古
楽
を
述
て
以
て
投

壺
の
和
容
と
す
。
其
詳
な
る
事
は
頖
宮
礼
楽
書
疏
に
之
を
辯
す
」
（
『
説
』
「
投
壺
須

明
楽
和
容
之
説
」
）
。

（
四
二

）
荻
生
徂
徠
『
辨
名
』
礼
２
（
前
掲
『
荻
生
徂
徠
』
、
二
二
〇
頁
）
及
び
高
山
大
毅

「
高
揚
と
不
遇
―
徂
徠
学
の
核
心
」
（
『
大
航
海
』
第
六
十
七
号
、
新
書
館
、
二
〇

〇
八
年
）
参
照
。

（
四
三

）
瀧
鶴
臺
「
朝
鮮
南
秋
月
・
成
龍
淵
・
元
玄
川

禀
問
数
條
附
」
（
『
鶴
臺
遺
稿
』

巻
十
、
十
四
オ
、
安
永
七
年
刊
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
）
。

（
四
四

）
江
南
に
は
、
「
甚
大
酒
放
蕩
ニ
テ
、
女
形
ノ
狂
言
ナ
ド
上
手
ナ
リ
ト
云
リ
」
と
い

う
話
が
伝
わ
る
（
前
掲
『
逢
原
記
聞
』
、
一
七
二
頁
）
。
彼
が
悪
し
き
遊
興
の
排
撃

を
本
当
に
望
ん
で
い
た
か
疑
問
視
す
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
江

南
が
ど
こ
ま
で
真
剣
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
田
中
菊
輔
『
投
壺

指
南
』
（
明
和
七
年
刊
、
国
会
図
書
館
蔵
、
菊
輔
は
江
南
の
子
）
巻
末
の
「
嗣
出
目

録
」
に
『
投
壺
説
』
の
名
が
見
え
る
よ
う
に
、
彼
の
議
論
は
公
刊
を
予
定
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
少
な
く
て
も
外
面
は
自
己
の
議
論
通
り
に
振
る
舞
う
こ

と
を
彼
は
強
い
ら
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
を
是
認
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ま

た
、
都
賀
大
陸
『
投
壺
今
格
』
の
よ
う
に
投
壺
の
式
法
の
解
説
に
終
始
す
る
こ
と
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田中江南の投壺復興

も
可
能
で
あ
っ
た
。
あ
え
て
江
南
が
そ
の
よ
う
な
選
択
肢
を
採
ら
な
か
っ
た
の
は
、

自
己
の
議
論
に
一
定
の
自
負
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
四
五

）
荻
生
徂
徠
『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
上
、
二
一
オ
～
二
一
ウ
（
島
田
虔
次
（
編
）『
荻

生
徂
徠
全
集
』
第
一
巻
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
）
。

（
四
六

）
朱
熹
『
論
語
集
注
』
（
朱
熹
（
撰
）
・
徐
徳
明
（
校
点
）
、
上
海
古
籍
出
版
社
・
安

徽
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
、
二
一
三
頁
。

（
四
七

）
荻
生
徂
徠
『
論
語
徴
』
壬
、
十
七
ウ
～
十
八
ウ
（
小
川
環
樹
（
編
）
『
荻
生
徂
徠

全
集
』
第
四
巻
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
八
年
）
。

（
四
八

）
『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
下
、
九
オ
。

（
四
九

）
荻
生
徂
徠
『
大
学
解
』
（
今
中
寛
司
・
奈
良
本
辰
也
（
編
）
『
荻
生
徂
徠
全
集
』

第
二
巻
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
八
年
）
、
六
二
五
～
六
二
六
頁
。

（
五
〇

）
荻
生
徂
徠
（
著
）
『
孟
子
識
』
（
同
書
）
、
六
六
四
頁
。

（
五
一

）
前
掲
『
政
談
』
、
四
八
頁
。

（
五
二

）
江
南
が
「
秘
書
」
で
あ
っ
た
『
政
談
』
を
読
ん
で
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
た

だ
江
南
は
当
時
未
刊
で
あ
っ
た
『
経
子
史
要
覧
』
の
説
を
、
『
唐
後
詩
絶
句
解
国
字

解
』
（
安
永
六
年
刊
、
家
蔵
）
の
注
（
巻
一
、
一
ウ
～
二
ウ
）
で
「
断
章
取
義
」
を

説
明
す
る
際
に
用
い
て
い
る
。
江
南
は
未
刊
の
徂
徠
の
著
作
の
入
手
に
努
め
て
い

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
政
談
』
は
宝
暦
年
間
に
、
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
（
前
掲
『
政
談
』
辻
達
也
「
解
説
」
）
。

（
五
三

）
留
守
居
役
の
「
遊
興
」
に
つ
い
て
は
、
服
藤
弘
司
『
大
名
留
守
居
役
の
研
究

幕
藩
体
制
の
法
と
権
力
Ⅲ
』
（
創
文
社
、
一
九
八
四
年
）
、
六
六
七
～
七
一
六
頁
に

詳
し
い
。

（
五
四

）
西
山
松
之
助
『
家
元
の
研
究
』
（
西
山
松
之
助
著
作
集
第
一
巻
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
二
年
）
、
守
屋
毅
「
家
元
制
度

―
そ
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
『
国
立
民

族
学
博
物
館
研
究
報
告
』
四
、
国
立
民
族
学
博
物
館
、
一
九
八
〇
年
）
。

（
五
五

）
前
掲
『
家
元
の
研
究
』
、
三
九
頁
。

（
五
六

）
前
掲
『
投
壺
指
南
』
、
十
五
ウ
～
二
十
一
オ
。

（
五
七

）
「
不
侫
門
人
に
て
他
の
指
南
も
可
仕
候
者
は
、
教
紀
十
九
則
の
内
十
則
以
上
の
習

相
済
、
傑
手
階
獲
人
職
と
申
て
四
第
以
上
の
者
に
て
な
く
て
は
指
南
免
許
は
不
仕

候
て
、
其
節
は
格
別
に
神
文
仕
、
印
可
も
可
差
遣
約
束
に
御
座
候
」
（
『
説
』
「
上
某

君
書
」
）
。

（
五
八

）
列
樹
栄
「
投
壺
指
南
序
」
（
前
掲
『
投
壺
指
南
』
）
。

（
五
九

）
と
は
い
え
江
南
の
投
壺
の
流
行
が
短
期
間
に
終
わ
っ
た
の
は
、
火
災
に
遭
い
、

江
戸
を
離
れ
た
こ
と
で
、
弟
子
や
後
継
者
の
育
成
が
十
分
に
行
え
な
か
っ
た
か
ら

で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
六
〇

）
前
掲
の
渡
辺
浩
「
儒
学
史
の
異
同
の
一
解
釈
」
・
「
儒
者
・
読
書
人
・
両
班
」
及

び
守
屋
毅
『
元
禄
文
化

遊
芸
・
悪
所
・
芝
居
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、

二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
六
一

）
田
中
江
南
「
御
文
庫
興
隆
愚
案
」
（
前
掲
掛
川
論
文
、
二
五
頁
）
。

（
六
二

）
同
書
、
同
頁
。

（
六
三

）
同
書
、
二
六
頁
。

（
六
四

）
前
掲
『
元
禄
文
化

遊
芸
・
悪
所
・
芝
居
』
参
照
。

（
六
五

）
「
年
々
文
華
大
に
開
け
、
三
尺
の
童
子
も
詩
書
を

誦

し
、
嬰

孩
も
礼
儀
を
先
と

そ
ら
ん

ゑ
い
か
ひ

す
」
（
『
説
』
「
君
子
者
宜
為
投
壺
説
」
）
。

（
六
六

）
立
原
翠
軒
「
祭
江
南
先
生
文
」（
同
『
此
君
堂
文
集
』
第
四
冊
、
国
会
図
書
館
蔵
）
。

＊
引
用
文
に
は
句
読
点
を
適
宜
補
っ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
報
告
に
対
す
る
質
問
及

び
教
示
に
深
く
感
謝
し
た
い
。
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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中国学の新局面

執
筆
者
紹
介
（
５
）

●

新
田

元
規
（
あ
ら
た

も
と
の
り
）

・
一
九
七
七
年
生
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
単
位
取
得
退
学

・
東
京
大
学
非
常
勤
職
員

・
「
唐
宋
よ
り
清
初
に
至
る
禘
祫
解
釈
史
」（
『
中
国
哲
学
研
究
』
第
二
〇
号
、

二
〇
〇
四
年
）
。

●

田
中

有
紀
（
た
な
か

ゆ
う
き
）

・
一
九
八
二
年
生
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
修
士
課
程
修
了

・
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
博
士
課
程
、
日
本
学
術
振
興
会
特

別
研
究
員
（
Ｄ
Ｃ
２
）
、
中
央
学
院
大
学
非
常
勤
講
師

・
「
北
宋
雅
楽
に
お
け
る
八
音
の
思
想
―
―
北
宋
楽
器
論
と
陳
晹
『
楽
書
』
、

大
晟
楽
―
―
」
（
『
中
国
哲
学
研
究
』
第
二
三
号
、
二
〇
〇
八
年
）
。
「
近

代
中
国
に
お
け
る
国
学
と
伝
統
音
楽
－
王
光
祈
と
比
較
音
楽
学
」
（U

T
C
P

ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
５
『
中
国
伝
統
文
化
が
現
代
中
国
で
果
た
す
役
割
』
二
〇

〇
八
年
）
。
「
朱
載
堉
の
黄
鍾
論
「
同
律
度
量
衡
」
―
―
累
黍
の
法
と
九
進

法
、
十
進
法
の
並
存
―
―
」
（
『
中
国
哲
学
研
究
』
第
二
五
号
、
二
〇
一
一

年
）
。
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